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物
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〇
二
〇
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十
二
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十
一
日

馬
の
博
物
館
蔵
「
庭
前
調
馬
図
」
に
つ
い
て

─
─ 
狩
野
了
承
の
画
業
を
中
心
に 

─
─
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﨑
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
当
館
所
蔵
の
「
庭
前
調
馬
図
」（
図
1
）
の
紹
介
を
兼
ね
て
、

そ
の
作
者
で
あ
る
狩
野
了
承
（
明
和
五
年
―
弘
化
三
年
〔
一
七
六
八
―
一
八
四
六
〕）

の
画
業
に
つ
い
て
論
じ
る
。
狩
野
了
承
は
、
狩
野
派
表
絵
師
の
家
系
で
あ
る

深
川
水
場
狩
野
家
の
梅
笑
師
信
（
享
保
十
三
年
―
文
化
四
年
〔
一
七
二
八
―
一

八
〇
七
）
の
養
子
と
な
り
、
家
督
を
相
続
し
て
い
る
。
こ
の
家
督
相
続
に
お

け
る
い
く
つ
か
の
特
筆
す
べ
き
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　

了
承
の
画
業
は
、
了
承
の
子
で
あ
る
梅
春
貞
信
が
記
し
た
『
梅
春
由
緒

書
）
1
（

』
に
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
半
が
将
軍
姫
君
の
御
用
屏
風
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
徳
川
家
斉
の
十
九
女
和
姫
の
御
用
屏
風
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
「
源
氏

物
語
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）
2
（

）
や
後
述
す
る
琳
派
の
作
品
に
影
響
を
受
け
た
と

さ
れ
る
「
秋
草
図
屏
風
」（
板
橋
区
立
美
術
館
蔵
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

た
め
現
在
、
了
承
は
や
ま
と
絵
を
よ
く
し
た
絵
師
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
て
了
承
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
庭
前
調
馬
図
」
の
ほ
か
に
筆
者
が
調
査
す
る
こ
と
の

出
来
た
数
点
の
了
承
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
の
画
風
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

狩
野
派
絵
師
の
家
督
相
続
の
一
例
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
後
期
の
狩
野
派

表
絵
師
の
活
動
の
一
端
と
示
す
こ
と
で
、
狩
野
派
の
構
造
を
考
え
る
一
助
と

し
た
い
。一

．
庭
前
調
馬
図
に
つ
い
て

　

紙
本
著
色
、
五
二
．
〇
×
九
六
．
三
㎝
の
や
や
大
ぶ
り
の
横
幅
で
あ
る
。

画
面
左
下
に
隷
書
体
で
「
狩
野
了
承
筆
」
と
落
款
し
、
朱
文
円
印
「
藤
原
」

を
捺
す
（
図
2
）。
画
面
の
上
下
に
す
や
り
霞
を
配
し
て
お
り
、
絵
巻
の
一

場
面
を
抜
き
出
し
た
よ
う
な
構
図
で
あ
る
。
描
か
れ
る
人
物
は
、
馬
丁
、
下

男
等
を
除
い
て
折
烏
帽
子
に
直
垂
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
画
面
左
下
の
庭

馬
の
博
物
館
蔵
「
庭
前
調
馬
図
」
に
つ
い
て 

―
狩
野
了
承
の
画
業
を
中
心
に
―

　
　
　
　
　
　
　

柏
　
﨑
　
　
　
諒
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に
は
、
青
毛
馬
に
騎
乗
し
た
武
士
が
控
え
て
い
る
。
画
面
左
上
の
武
家
屋
敷

に
左
右
三
名
ず
つ
武
士
が
並
ん
で
座
す
が
、
左
奥
の
人
物
の
み
剃
髪
し
て
お

り
、
折
烏
帽
子
を
つ
け
な
い
。
屋
敷
の
奥
は
描
か
れ
な
い
が
、
主
人
が
お
り
、

他
の
武
士
同
様
に
庭
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
七
人
の
重
臣
と
、

そ
の
重
臣
に
従
う
そ
れ
ぞ
れ
二
名
の
従
者
が
庭
を
囲
む
よ
う
に
配
さ
れ
る
。

画
面
中
央
上
部
に
は
庭
の
端
に
一
人
の
武
士
と
二
人
の
下
男
が
描
か
れ
る
。

さ
ら
に
、
画
面
右
端
か
ら
画
面
中
央
上
部
に
か
け
て
塀
が
あ
り
、
そ
の
塀
に

あ
る
扉
か
ら
三
頭
の
馬
と
六
人
の
馬
丁
が
庭
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

全
て
の
武
家
が
正
装
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
常
の
調
馬
風
景
で
は
な
く
何

ら
か
の
儀
礼
や
催
事
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う）

3
（

。
狩
野
派
絵
師
と
し
て
は
面

貌
表
現
が
柔
和
で
、
色
彩
表
現
も
淡
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
が
相
ま
っ
て
か
、

作
品
全
体
が
優
美
な
印
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
柔
和
さ
は
了
承
作
品
の
特

徴
と
も
言
え
る
。
了
承
作
品
の
特
徴
と
「
庭
前
調
馬
図
」
の
制
作
年
代
に
つ

い
て
は
後
で
詳
述
す
る
。

図1　庭前調馬図　馬の博物館

図2　庭前調馬図　落款印章
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二
．
狩
野
了
承
に
つ
い
て

　

本
項
で
は
梅
笑
か
ら
了
承
へ
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
了
承

の
画
業
に
つ
い
て
述
べ
る
。
な
お
、
梅
笑
及
び
了
承
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

特
に
断
り
の
な
い
場
合
、『
増
訂
古
画
備
考
』
下
巻
）
4
（

、及
び
『
東
洋
美
術
大
観
』

第
五
冊
）
5
（

、『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
所
引
の
『
梅
笑
由
緒
書
）
6
（

』
と
『
梅
春

由
緒
書
）
7
（

』
を
参
照
し
た
。

　

狩
野
了
承
は
名
を
賢
信
と
い
い
、
初
め
信
川
と
号
し
、
後
に
了
承
と
改
め

る
。
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
徳
川
家
斉
に
御
目
見
。
弘
化
三
年
（
一

八
四
六
）
没
、
享
年
七
十
九
）
8
（

。
酒
田
（
山
形
県
）
の
生
ま
れ
と
言
う
）
9
（

。
梅
笑

の
養
子
と
な
り
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
梅
笑
の
死
没
に
伴
い
深
川
水

場
狩
野
家
の
当
主
と
な
っ
た
。

　

深
川
水
場
狩
野
家
は
狩
野
元
信
の
次
男
で
あ
る
秀
頼
）
10
（

に
遡
る
表
絵
師
の
山

下
狩
野
家
の
分
家
で
あ
る
。
表
絵
師
と
は
、
狩
野
派
絵
師
の
中
で
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
た
奥
絵
師
に
次
ぐ
立
場
の
絵
師
で
、
奥
絵
師
の
補
佐
等
を
行
っ

た
と
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
狩
野
派
に
は
、
四
家
の
奥
絵
師
と
延
べ
十
五
家

の
表
絵
師
の
家
系
が
あ
っ
た
。
山
下
狩
野
家
は
表
絵
師
の
中
で
別
格
の
駿
河

台
狩
野
家
に
次
い
で
高
い
格
を
有
し
、
由
緒
の
あ
る
家
系
で
あ
っ
た
。
山
下

狩
野
家
の
二
代
目
春
雪
信
之
（
慶
長
十
九
年
―
元
禄
四
年
〔
一
六
一
四
―
一
六

九
一
〕）
の
長
男
梅
栄
知
信
（
寛
永
十
九
年
―
元
禄
十
三
年
〔
一
六
四
二
―
一
七

〇
〇
〕）
が
病
気
を
理
由
に
家
督
を
弟
春
笑
亮
信
（
正
保
三
年
―
正
徳
五
年
〔
一

六
四
六
―
一
七
一
五
〕）
に
譲
っ
た
。
そ
の
後
、
梅
栄
が
別
家
し
て
出
来
た
の

が
深
川
水
場
狩
野
家
で
あ
る
。『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
で
は
、
奥
絵
師
、

表
絵
師
併
せ
て
十
九
家
系
あ
っ
た
狩
野
家
を
、
そ
の
居
所
を
冠
し
て
呼
び
分

け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
深
川
水
場
狩
野
家
は
、
深
川
水
場
に
住
し
た
狩
野

家
と
言
う
こ
と
に
な
る
。「
深
川
水
場
」
と
は
、
深
川
平
野
に
飲
料
水
を
運

ぶ
水
船
の
船
着
き
場
（
水
場
）
11
（

）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
寛
政
か
ら
弘
化
年
間

の
『
武
鑑
』
を
見
る
と
、
梅
笑
と
了
承
の
居
所
は
、「
か
ん
た
皆
川
」、「
れ

い
が
ん
し
ま
銀
丁
」、「
深
川
八
ま
ん
」、「
ふ
か
川
淨
心
寺
前
」
と
移
り
変
わ
っ

て
い
る
。『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
所
引
の
狩
野
探
岳
蔵
文
書
に
は
、「
深

川
永
代
寺
地
内
ニ
住
居
仕
候
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

の
『
武
鑑
』
に
は
「
父
梅
笑
や
け
ん
堀
元
ヤ
ノ
倉　

了
承
賢
信
」
と
、
薬
研

堀
に
住
し
た
記
録
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
記
録
で
は
深
川
周
辺
の
地
名

が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
居
所
は
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
概
し
て
深

川
周
辺
に
暮
ら
し
た
よ
う
だ
。

　

養
父
の
梅
笑
に
つ
い
て
は
、
田
中
敏
雄
氏
）
12
（

とM
artin A

. Foulds

氏
）
13
（

の
先

行
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
つ
の
先
行
研
究
と
先
述
の
由
緒
書
を
参
照
し
、

梅
笑
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
梅
笑
は
深
川
水
場
狩
野
家
三
代
目

で
、
父
は
山
下
狩
野
家
か
ら
養
子
に
入
っ
た
梅
春
旭
信
（
貞
享
元
年
―
寛
保

三
年
〔
一
六
八
四
―
一
七
四
三
〕）
で
あ
る
。
諱
は
師
信
の
ほ
か
に
栄
信
、與
信
、

國
信
が
あ
っ
た
と
い
い
、
一
學
と
称
し
た
。
寛
保
三
年
に
梅
春
の
死
没
に
よ

り
、
深
川
水
場
狩
野
家
の
家
督
を
継
い
だ
。
田
中
氏
は
、
寛
政
五
年
（
一
七

九
三
）
十
二
月
二
日
に
山
下
狩
野
家
の
春
笑
宣
信
か
ら
御
月
番
に
出
さ
れ
た

「
御
用
向
扣
覚
）
11
（

」
を
引
用
さ
れ
、
梅
笑
が
狩
野
家
か
ら
義
絶
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。「
御
用
向
扣
覚
」
を
以
下
に
引
用
す
る
。
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以
書
付
御
届
申
上
候　
　

狩
野
梅
笑

　
　

 
右
梅
笑
義
私
分
家
之
者
ニ
御
座
候
所
、
存
寄
御
座
候
ニ
付
、
義
絶
仕
候

段
、
先
達
而
小
出
信
濃
守
殿
江
申
上
候
。
然
所
此
度
一
類
共
相
談
之
上
、

和
談
仕
候
ニ
付
、
御
届
申
上
候
。
以
上
。

　
　
　
　

十
二
月
二
日　
　

狩
野
春
笑

梅
笑
は
狩
野
家
と
義
絶
し
て
お
り
、
こ
の
時
そ
れ
が
解
か
れ
て
狩
野
家
に
復

帰
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
梅
笑
由
緒
書
』
に
記
録
さ
れ
た
幕
府
の
御
用
を

見
る
と
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
の
贈
朝
鮮
国
王
屏
風
制
作
）
11
（

の
後
、
将

軍
家
治
の
御
前
で
席
画
を
描
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る）

11
（

ほ
か
は
、
寛
政
六
年
（
一

七
九
四
）
ま
で
御
用
が
途
切
れ
て
い
る
。
田
中
氏
は
越
後
の
豪
商
で
あ
る
星

名
佐
治
右
衛
門
宛
の
書
状
や
免
許
状
等
か
ら
、
義
絶
さ
れ
た
梅
笑
が
狩
野
姓

や
梅
笑
と
い
う
号
の
使
用
及
び
幕
府
の
御
用
へ
の
参
加
を
許
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
と
、
地
方
で
画
事
を
行
っ
て
暮
ら
し
を
立
て
た
こ
と
を
推
察
さ
れ
て
い

る
）
11
（

。
こ
の
期
間
、
東
北
、
越
後
、
北
陸
に
遊
歴
し
て
い
る
。Foulds
氏
は

遊
歴
中
の
作
品
調
査
を
行
い
、
梅
笑
の
落
款
印
章
や
遊
歴
の
足
跡
に
つ
い
て

考
察
さ
れ
て
い
る）

18
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
梅
笑
は
安
永
年
間
に

は
義
絶
さ
れ
て
い
た
と
が
推
測
出
来
る
。

　

ま
た
義
絶
前
の
梅
笑
の
立
場
に
つ
い
て
、『
増
訂
古
画
備
考
』
下
巻
所
引

の
『
木
挽
町
公
用
帳
』
宝
暦
十
一
年
十
月
条
の
「
無
足
ニ
而
屋
敷
拜
領
も
無

之
、
御
用
相
勤
候
御
繪
師
」
に
狩
野
休
圓
、
柳
雪
等
と
と
も
に
「
狩
野
梅
笑
、

〈
梅
春
跡
、
春
笑
家
ヨ
リ
分
レ
候
者
、
無
足
御
目
見
仕
候
家
筋
之
者
、〉（
細

字
双
行
注
）」
と
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
御
目
見
を
し
て
深
川
水
場
狩
野

家
の
相
続
を
許
さ
れ
た
が
、
屋
敷
や
扶
持
米
等
を
頂
戴
は
し
て
い
な
か
っ
た

と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
義
絶
前
の
梅
笑
は
表
絵
師
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
重
要

視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
梅
笑
か
ら
了
承
へ
の
跡
目
相
続
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、

家
督
や
幕
府
と
の
関
係
に
関
す
る
事
象
を
年
代
順
に
確
認
す
る
。
梅
笑
は
義

絶
が
解
か
れ
て
三
年
後
の
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
六
十
九
歳
の
と
き
御
目

見
し
て
い
る
。
先
述
の
『
木
挽
町
公
用
帳
』
か
ら
、
義
絶
以
前
に
も
深
川
水

場
狩
野
家
の
家
督
相
続
に
伴
い
御
目
見
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の

御
目
見
に
は
表
絵
師
へ
の
復
帰
の
挨
拶
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

了
承
に
関
し
て
は
、『
梅
春
由
緒
書
』
に
「
文
恭
院
様
御
代
寛
政
十
一
年
未

年
五
月
朔
日　

先
格
之
通
御
扇
子
獻
上
仕
、
部
屋
住
ニ
而
初
而
御
目
見
仕
。」

と
あ
り
、
寛
政
十
一
年
に
文
恭
院
徳
川
家
斉
に
御
目
見
し
て
い
る
。「
部
屋

住
ニ
而
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
に
は
深
川
水
場
狩
野
家
に
養
子
入

り
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
御
目
見
を
以
て
公
式
に
深
川
水
場
狩
野

家
の
継
嗣
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
翌
寛
政
十
二
年
に
は
梅
笑
が
扶
持

米
五
人
扶
持
を
頂
戴
す
る
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
屋
敷
を
拝
領
出

来
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
相
応
の
場
所
が
な
く
拝
領
し
て
い
な
い
。
こ
の
扶

持
米
の
頂
戴
と
屋
敷
拝
領
の
通
達
は
、
こ
れ
ま
で
無
足
で
あ
っ
た
深
川
水
場

狩
野
家
の
表
絵
師
と
し
て
の
立
場
を
確
か
な
も
の
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
同

年
四
月
十
三
日
に
了
承
は
号
を
信
川
か
ら
「
了
承
」
に
改
め
て
い
る）

11
（

。
改
名

の
日
付
ま
で
判
明
す
る
例
は
珍
し
く
、
こ
の
改
名
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
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と
が
推
察
さ
れ
る
。「
信
川
」も
初
代
正
信
以
来
の
狩
野
派
の
通
字
で
あ
る「
信
」

を
用
い
て
い
る
が）

20
（

、「
了
承
」
は
深
川
水
場
狩
野
家
の
本
家
山
下
狩
野
家
の

初
祖
元
俊
の
父
の
号
で
あ
る）

21
（

。
継
嗣
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
名
乗
れ
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
深
川
水
場
狩
野
家
の
通
字
は
「
梅
」
で
あ
る
が
、
養
子

で
あ
っ
た
た
め
か
了
承
は
「
梅
」
の
字
を
号
に
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
了

承
」
は
本
家
筋
で
用
い
ら
れ
た
た
め
、
よ
り
正
統
な
号
で
あ
る
と
も
言
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
了
承
の
家
督
相
続
の
準
備
を
整
え
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
梅
笑
の
死
没
に
よ
っ
て
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
十
一
月
に
了
承

が
跡
目
を
相
続
す
る
。
梅
笑
の
忌
日
は
、『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
に
よ

れ
ば
、
山
下
狩
野
家
、
深
川
水
場
狩
野
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
墨
田
区
の
本
法

寺
の
過
去
帳
及
び
墓
碑
に
文
化
四
年
十
二
月
二
十
八
日
没
と
あ
る
と
言
う
。

と
こ
ろ
が
、『
梅
春
由
緒
書
』
で
は
文
化
五
年
八
月
二
十
七
日
と
な
っ
て
お
り
、

過
去
帳
及
び
墓
碑
か
ら
八
か
月
遅
く
な
っ
て
い
る
。
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
『
梅

春
由
緒
書
』
で
は
相
続
の
手
続
き
上
、
忌
日
を
偽
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
過
去
帳
及
び
墓
碑
に
書
か
れ
た
も
の
が
実
際
の
忌
日
で
あ
ろ
う
。

　

没
年
を
偽
っ
て
届
け
出
る
事
は
よ
く
あ
っ
た
よ
う
で
、『
東
洋
美
術
大
観
』

第
五
冊
の
「
表
繪
師
の
格
式
」
に
「
友
信
翁
談
）
22
（

」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に

あ
る
。

　
　

 

御
家
人
格
の
事
な
れ
ば
、
謂
は
ゆ
る
株
を
買
ひ
て
表
向
き
養
子
と
爲
り
、

以
て
そ
の
家
を
嗣
ぐ
こ
と
少
か
ら
ず
。
駿
河
臺
家
及
山
下
家
こ
の
家
は
株

を
買
い
て
相

続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ざ
り
き
、

駿
河
臺
に
次
い
で
重
き
家
な
り

の
外
、
そ
の
株
は
大
抵
二
三
百
兩
の
價
な
り
き

と
ぞ
。
中
に
は
紺
屋
の
子
に
し
て
畫
を
學
び
、
株
を
買
ひ
て
表
繪
師
と

爲
れ
る
も
あ
り
。
さ
れ
ば
、
表
繪
師
の
歿
年
は
、
往
々
こ
の
種
の
養
子

の
都
合
に
依
り
、
久
し
く
届
け
出
で
ず
。
表
向
き
極
め
て
長
壽
な
り
し

も
あ
り
。
由
緒
書
等
に
實
子
と
あ
る
者
、
必
し
も
信
じ
難
し
と
す
。

表
絵
師
は
御
家
人
格
で
あ
る
の
で
、
駿
河
台
狩
野
家
、
山
下
狩
野
家
を
除
い

た
表
絵
師
の
家
系
は
お
お
よ
そ
二
三
百
両
で
株
を
買
う
こ
と
で
養
子
と
な
り

表
絵
師
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
う
。
ま
た
、
こ
の
養
子
の
都
合
で
そ
の

家
の
当
主
の
死
亡
を
長
ら
く
届
け
出
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
没
年
の
記
録

は
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
梅
笑
か
ら
了
承
へ
の
相

続
に
つ
い
て
は
、
了
承
が
梅
笑
の
存
命
中
に
部
屋
住
み
と
な
り
、
御
目
見
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
株
の
売
買
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

ま
た
『
増
訂
古
画
備
考
』
下
巻
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る）

23
（

。

　　
　

狩
野
當
時
家
式
、
文
化
乙
亥
六
月
龍
平
話

　
　
（
中
略
）

　
　

 

其
外
狩
野
家
、
皆
御
用
達
町
人
並
也
、
依
レ
之
蔕
刀
な
ら
ず
、
拜
領
地

は
あ
れ
共
、
御
扶
持
は
一
代
切
り
に
て
、
家
督
後
四
五
年
も
立
候
て
被

レ
下
候
也
、
一
體
は
實
子
な
ら
で
は
、
相
續
な
り
兼
候
定
也
、
近
來
ハ
、

養
子
に
て
も
内
證
濟
候
事
也
、（
後
略
）

こ
れ
は
狩
野
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
の
格
式
に
つ
い
て
龍
平
な
る
人
物
が
文

化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
話
し
た
内
容
を
記
述
し
て
い
る
。
奥
絵
師
四
家

と
駿
河
台
狩
野
家
に
つ
い
て
述
べ
た
後
の
部
分
で
、
そ
れ
以
外
の
表
絵
師
の
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家
系
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
駿
河
台
狩
野
家
以
外
の
狩
野
派
は
名
目
上

一
代
限
り
で
家
督
相
続
は
出
来
な
い
た
め
、
家
督
相
続
の
後
四
五
年
を
経
な

け
れ
ば
扶
持
を
頂
戴
出
来
な
か
っ
た
。
実
子
で
な
け
れ
ば
相
続
も
出
来
な
い

定
め
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
養
子
で
も
許
さ
れ
た
と
言
う
。

　

深
川
水
場
狩
野
家
で
も
、
梅
笑
の
父
梅
春
旭
信
へ
の
家
督
相
続
が
先
代
の

没
年
か
ら
か
な
り
年
月
を
経
て
行
わ
れ
て
い
る
。
旭
信
は
山
下
狩
野
家
の
春

水
命
信
（
天
和
二
年
―
宝
暦
六
年
〔
一
六
八
二
―
一
七
五
六
〕）
の
弟
で
、
正
徳

元
年
（
一
七
一
一
）
に
徳
川
家
宣
に
御
目
見
、
深
川
水
場
狩
野
家
の
相
続
を

許
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
し
か
し
、
先
代
の
梅
栄
知
信
は
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）

に
没
し
て
お
り）

21
（

、
深
川
水
場
狩
野
家
の
名
跡
が
十
一
年
間
放
置
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
旭
信
は
元
禄
十
三
年
に
は
十
七
歳
で
、
家
督
相
続
が
出
来
な

い
年
齢
と
は
言
え
な
い
。
十
一
年
を
経
て
こ
れ
以
上
名
跡
を
放
置
出
来
ず
、

二
十
八
歳
に
し
て
部
屋
住
み
だ
っ
た
旭
信
に
深
川
水
場
狩
野
家
を
継
が
せ
た

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
二
十
八
歳
ま
で
適
当
な
養
子
入
り
先
が
見
つ
か

ら
ず
、
分
家
の
空
い
た
名
跡
用
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
表
絵
師
の
跡
目
相
続
は
数
年
を
要
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
梅
笑
の
代
の
深
川
水
場
狩
野
家
で
は
三
十
年
近
い
狩
野
家
と
の
義
絶

と
長
年
の
無
足
と
い
う
不
安
定
な
要
素
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
了
承
へ

の
家
督
相
続
が
か
な
り
円
滑
に
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
先
代
の
梅
笑
が
七

十
三
歳
に
し
て
初
め
て
頂
戴
し
た
扶
持
を
養
子
で
あ
り
な
が
ら
家
督
相
続
の

翌
年
の
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
頂
戴
し
て
い
る
。
加
え
て
、
梅
笑
同

様
に
相
応
の
場
所
が
な
く
、
結
局
は
拝
領
し
て
い
な
い
も
の
の
、
文
化
七
年

に
屋
敷
拝
領
の
沙
汰
が
あ
っ
た
。
二
度
に
わ
た
る
屋
敷
拝
領
の
沙
汰
か
ら
は
、

深
川
水
場
狩
野
家
を
取
り
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

円
滑
な
相
続
や
屋
敷
拝
領
の
沙
汰
に
と
ど
ま
ら
ず
、
了
承
に
幕
府
関
係
の

画
事
が
多
く
舞
い
込
ん
で
い
る
様
子
が
『
梅
春
由
緒
書
』
か
ら
窺
え
る
。『
梅

春
由
緒
書
』
に
記
録
さ
れ
る
了
承
の
画
事
の
多
く
が
徳
川
十
一
代
将
軍
家
斉

の
姫
君
所
用
の
も
の
で
あ
る
。
家
斉
は
早
世
し
た
も
の
を
含
め
る
と
二
十
六

男
、
二
十
七
女
も
の
子
女
を
儲
け
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
無
事
成
長
し
た
男

子
に
は
大
名
家
と
の
養
子
縁
組
を
、
女
子
に
は
輿
入
れ
を
さ
せ
た
。
将
軍
の

子
女
の
成
長
の
折
々
に
行
わ
れ
る
儀
式
や
姫
君
の
輿
入
れ
等
の
際
に
屏
風
等

の
絵
画
が
必
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
奥
向
き
の
御
用
は
、
他
の

時
代
に
比
し
て
増
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
了
承
の
姫
君
所
用
の

画
事
の
内
容
を
見
る
と
、
輿
入
れ
道
具
や
雛
屏
風
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
。

了
承
が
深
川
水
場
狩
野
家
の
家
督
を
円
滑
に
相
続
出
来
た
要
因
の
一
つ
に
は
、

奥
向
き
の
御
用
の
増
大
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

三
．「
庭
前
調
馬
図
」
と
他
の
了
承
作
品

　

本
項
で
は
、
了
承
の
現
存
作
例
を
紹
介
し
）
21
（

、「
庭
前
調
馬
図
」
の
制
作
年

代
や
了
承
の
画
風
等
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
ず
は
「
庭
前
調
馬
図
」
以
外
で

筆
者
が
調
査
出
来
た
了
承
作
品
を
以
下
に
列
記
し
、
各
作
品
の
概
要
を
述
べ
る
。
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図3　①六歌仙図色紙　個人蔵
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図5　②梅に小禽図　個人蔵

図4　①六歌仙図色紙　落款印章

図6　②梅に小禽図　落款印章
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図7　③舟上人物図　個人蔵

図8　③舟上人物図　落款印章
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図9　④湖畔山水図　個人蔵図11　⑤松に雷鳥図　個人蔵
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図18　⑧曽我兄弟夜討図
　　　　落款印章

図10　④湖畔山水図　
落款印章

図12　⑤�松に雷鳥図
　　　　落款印章

図14　⑥秋草図屏風
　　　　落款印章
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図13　⑥秋草図屏風　板橋区立美術館

図17　⑧曽我兄弟夜討図　個人蔵
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図15　⑦群馬図　個人蔵

図16　⑦群馬図　落款印章
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①
六
歌
仙
図
色
紙　

色
紙
六
枚　

個
人
蔵
（
図
3
）

　

紙
本
著
色　

各
二
三
．
五
×
二
二
．
六
㎝

　

六
枚
の
色
紙
そ
れ
ぞ
れ
に
「
狩
野
了
承
画
」
と
落
款
し
、
白
文
方
印
「
賢
」

と
白
文
方
印
「
信
」
を
捺
す
（
図
1
）。
色
紙
一
枚
ず
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
歌
仙

一
人
を
描
く
。
和
歌
や
名
前
等
の
墨
書
は
な
い
た
め
、
歌
仙
ひ
と
り
ひ
と
り

を
厳
密
に
比
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
に
、
文
屋
康
秀
と
大
伴
黒
主
と

思
わ
れ
る
像
は
い
ず
れ
も
束
帯
姿
で
、
烏
帽
子
や
着
物
の
色
の
違
い
や
笏
の

有
無
等
の
差
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
か
に
比
定
す
る
の
は
難
し
い
。

②
梅
に
小
禽
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
1
）

　

絹
本
著
色　

八
五
．
六
×
三
五
．
六
㎝

　

画
面
右
下
に
「
狩
野
了
承
画
」
と
落
款
し
、
朱
文
円
印
「
藤
原
」
を
捺
す

（
図
1
）。
右
上
に
は
「
千
世
の
春
か
さ
ね
て
に
ほ
へ
立
か
は
る
と
く
も
若
木

の
梅
の
初
花
」
と
賛
す
。
日
輪
を
背
景
に
、
梅
の
木
に
と
ま
る
白
い
小
禽
を

図19　⑨牧馬図　個人蔵

図20　⑨牧馬図　落款印章
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描
く
。
正
月
飾
り
用
の
軸
で
あ
ろ
う
か
。

③
舟
上
人
物
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
1
）

　

絹
本
著
色　

一
〇
八
．
六
×
四
一
．
六
㎝

　

画
面
右
下
に
「
狩
野
了
承
筆
」
と
落
款
し
、
朱
文
円
印
「
藤
原
」
を
捺
す

（
図
8
）。
小
舟
に
高
士
、
従
者
、
船
頭
と
思
わ
れ
る
人
物
が
乗
る
。
小
舟
が

接
岸
し
よ
う
と
す
る
先
に
は
、
二
人
の
唐
子
と
犬
が
高
士
を
出
迎
え
て
い
る
。

そ
の
奥
に
は
茅
葺
き
の
門
が
建
ち
、
門
下
に
は
赤
子
を
抱
い
た
女
性
が
立
つ
。

高
士
は
こ
れ
ら
の
出
迎
え
に
応
え
る
よ
う
に
軽
く
左
手
を
挙
げ
て
い
る
。
何

ら
か
の
故
事
に
題
材
を
と
っ
た
画
と
思
わ
れ
る
。

④
湖
畔
山
水
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
1
）

　

紙
本
墨
画　

九
七
．
七
×
二
八
．
三
㎝

　

画
面
左
下
に
「
了
承
画
」
と
落
款
し
、
朱
文
方
印
「
狩
野
」
を
捺
す
（
図

10
）。
行
体
山
水
画
で
、
前
景
に
は
湖
畔
に
浮
か
ぶ
舟
と
五
重
塔
や
堂
宇
、

中
景
に
は
米
法
山
水
図
の
様
式
で
描
か
れ
た
丸
み
の
あ
る
山
が
、
遠
景
に
は

切
り
立
っ
た
山
が
描
か
れ
る
。

⑤
松
に
雷
鳥
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
11
）

　

紙
本
著
色　

九
六
．
二
×
二
六
．
四
㎝

　

画
面
右
下
に
「
行
年
六
十
六
歳　

狩
野
了
承
筆
」
と
落
款
し
、
朱
文
方
印

「
賢
信
」
を
捺
す
（
図
12
）。
行
年
書
き
か
ら
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の

作
と
わ
か
る
。
松
葉
の
下
に
雷
鳥
二
羽
を
描
く
。
画
面
左
上
に
は
「
白
山
の　

松
の
木
陰
に　

か
く
ろ
い
て　

や
す
ら
に
す
め
る　

ら
い
の
鳥
哉
」
と
賛
す
。

『
正
治
二
年
院
初
度
百
首
』
に
載
る
御
鳥
羽
院
の
御
製
で
あ
り
、
こ
の
和
歌

に
題
材
を
と
っ
た
画
で
あ
る
。

⑥
秋
草
図
屏
風　

六
曲
一
双　

板
橋
区
立
美
術
館
蔵
（
図
13
）

　

紙
本
金
地
著
色　

各
一
二
五
．
二
×
三
一
三
．
八
㎝

　

向
か
っ
て
右
隻
右
上
と
左
隻
左
上
に
そ
れ
ぞ
れ
「
狩
野
了
承
行
年
六
十
七

歳
筆
」
と
落
款
し
、
朱
文
円
印
「
藤
原
」
と
朱
文
長
方
印
を
捺
す
（
図
11
）。

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
作
。
こ
の
朱
文
長
方
印
は
「
段
竜
齋
」
と
判
読

す
る
か
。
画
伝
類
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、
了
承
が
用
い
た
号
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
梅
笑
に
は
瑞
龍
齋
の
号
が
あ
る
。
朱
文
円
印
「
藤
原
」
は
②
「
梅
に
小

禽
図
」
等
に
捺
さ
れ
る
物
と
は
異
な
る
印
影
で
、
大
き
な
円
に
余
白
を
残
し

て
小
さ
く
「
藤
原
」
と
あ
り
、
琳
派
の
画
人
が
多
く
使
用
し
た
円
印
を
思
わ

せ
る
。
両
隻
と
も
風
に
な
び
く
薄
を
萩
や
女
郎
花
等
と
供
に
描
く
。
安
村
敏

信
氏
は
弧
を
繰
り
返
す
画
面
構
成
に
琳
派
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
言
及
さ
れ

て
い
る）

21
（

。

⑦
群
馬
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
11
）

　

紙
本
墨
画　

一
二
八
．
二
×
五
一
．
七
㎝

　

画
面
右
下
に
「
狩
野
了
承
七
十
一
歳
筆
」
と
落
款
し
、
⑥
「
秋
草
図
屏
風
」

に
捺
さ
れ
た
の
と
同
様
の
「
段
竜
齋
」
と
読
め
る
朱
文
長
方
印
と
朱
文
方
印

「
賢
信
」
を
捺
す
（
図
11
）。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
作
。
右
端
か
ら
伸

び
た
樹
木
を
背
景
に
、
六
頭
の
馬
を
略
画
で
描
く
。
こ
の
よ
う
な
略
画
の
馬
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は
狩
野
章
信
「
馬
図
巻
」（
馬
の
博
物
館
）
に
も
見
ら
れ
、
狩
野
派
で
よ
く
描

か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
曽
我
兄
弟
夜
討
図　

額
装
一
枚　

個
人
蔵
（
図
11
）

　

紙
本
淡
彩　

三
〇
．
八
×
四
七
．
二
㎝

　

画
面
左
下
に
「
了
承
賢
信
行
年
七
十
三
歳
筆
」
と
落
款
し
、朱
文
円
印
「
藤

原
」
を
捺
す
（
図
18
）。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
作
。「
曽
我
物
語
」

を
題
材
に
し
て
お
り
、
松
明
を
手
に
夜
討
ち
に
向
か
う
曽
我
兄
弟
を
描
い
て

い
る
。

⑨
牧
馬
図　

軸
装
一
幅　

個
人
蔵
（
図
11
）

　

紙
本
墨
画　

四
七
．
三
×
七
七
．
八
㎝

　

画
面
の
右
側
や
や
下
方
に
「
狩
野
了
承
行
年
七
十
五
歳
筆
」
と
落
款
し
、

朱
文
方
印
「
賢
信
」
を
捺
す
（
図
20
）。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
作
。

画
面
右
側
に
描
か
れ
た
二
本
の
樹
木
と
⑦
「
群
馬
図
」
と
同
様
の
略
画
の
馬

五
頭
を
描
く
。

　

現
在
確
認
出
来
る
了
承
の
落
款
は
い
ず
れ
も
隷
書
体
の
独
特
の
書
体
で
書

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
年
書
き
が
あ
り
、
制
作
年
が
判
明
す
る
作
品
が
多

い
。
六
十
歳
以
降
は
行
年
書
き
を
す
る
の
を
常
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

す
れ
ば
、
行
年
書
き
の
な
い
「
庭
前
調
馬
図
」
の
制
作
年
は
、「
了
承
」
と

改
名
し
た
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
間
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
②
「
梅
に
小
禽
図
」、
③
「
舟
上
人
物
図
」、

⑧
「
曽
我
兄
弟
夜
討
図
」
に
捺
す
朱
文
円
印
「
藤
原
」
は
梅
笑
が
用
い
た
も

の
と
同
一
印
と
思
わ
れ
る）

28
（

。
狩
野
派
絵
師
が
先
代
の
印
を
継
承
し
て
用
い
た

事
例
は
、
武
田
恒
夫
氏
）
21
（

や
松
木
寛
氏
）
30
（

が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

了
承
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
淡
く
柔
和
な
表
現
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。「
庭
前
調
馬
図
」
は
、
先
述
の
通
り
淡
く
優
美
な
印
象
の
作
品
で
あ
る
。

武
家
風
俗
を
描
き
な
が
ら
、
猛
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
柔
ら
か
い
表
現
が

用
い
ら
れ
る
。
⑧
「
曽
我
兄
弟
夜
討
図
」
も
曽
我
兄
弟
の
衣
紋
線
等
に
漢
画

的
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
淡
い
色
彩
表
現
も
あ
っ
て
か
、
穏
や
か
な
作
品
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。
④
「
湖
畔
山
水
図
」
の
よ
う
な
山
水
画
に
目
を
向
け
て

も
、
淡
墨
を
用
い
た
丸
み
を
帯
び
た
筆
致
故
に
柔
和
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
⑦

「
群
馬
図
」
や
⑧
「
牧
馬
図
」
の
よ
う
な
墨
線
の
み
で
描
か
れ
た
馬
か
ら
も

柔
和
な
印
象
を
受
け
る
の
は
、
丸
み
を
帯
び
た
筆
致
が
用
い
ら
れ
る
故
で
あ

ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
画
題
で
あ
っ
て
も
了
承
の
作
品
は
独
特
の
淡
さ
と
優

美
さ
を
備
え
て
い
る
。

　　

①
「
六
歌
仙
図
色
紙
」
は
狩
野
探
幽
（
慶
長
七
年
―
延
宝
二
年
〔
一
六
〇
二

―
一
六
七
四
〕）
の
「
新
三
十
六
歌
仙
図
帖
」（
東
京
国
立
博
物
館
）
を
想
起
さ

せ
る
。
ま
た
、
③
「
舟
上
人
物
図
」
や
④
「
湖
畔
山
水
図
」
等
も
、
探
幽
様

式
の
継
承
が
窺
え
る
。

　

了
承
の
師
と
さ
れ
る
鍛
冶
橋
狩
野
家
当
主
の
探
信
守
道
）
31
（

（
天
明
五
年
―
天

保
六
年
〔
一
七
八
五
―
一
八
三
五
〕）
は
、「
大
堰
川
・
井
出
玉
川
図
屏
風
」
や

「
山
水
図
屏
風
」（
い
ず
れ
も
静
岡
県
立
美
術
館
）
等
か
ら
鍛
冶
橋
狩
野
家
の
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初
代
で
あ
る
探
幽
の
様
式
を
継
承
・
展
開
さ
せ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
大
堰
川
・
井
出
玉
川
図
屏
風
」
は
従
来
の
狩
野
派
様
式
と
は
異
な
り
、
漢

画
臭
を
払
拭
し
た
や
ま
と
絵
作
品
と
さ
れ
る
。
ま
た
野
田
麻
美
氏
は
、
探
幽

様
式
を
忠
実
に
継
承
し
な
が
ら
、
探
信
守
政
（
承
応
二
年
―
享
保
三
年
〔
一

六
五
三
―
一
七
一
八
〕）
以
来
の
装
飾
性
を
加
味
し
て
発
展
さ
せ
た
こ
と
を
述

べ
ら
れ
て
い
る）

32
（

。
さ
ら
に
、「
山
水
図
屏
風
」
は
、
探
幽
の
描
い
た
「
七
賢

九
老
図
屏
風
」
に
合
装
さ
れ
て
お
り
、
鍛
冶
橋
狩
野
家
当
主
と
し
て
の
探
信

守
道
の
系
譜
意
識
を
窺
わ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
了
承
の
画
に
見
ら
れ
る
探
幽

様
式
か
ら
の
影
響
は
、
探
信
守
道
が
継
承
・
発
展
さ
せ
た
探
幽
様
式
と
鍛
冶

橋
狩
野
家
に
伝
わ
る
画
風
を
学
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
了
承
と
探
信
守
道
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
は
二
人
の
年
齢
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
探
信
守
道
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
九
歳
で
御
目
見
、

同
八
年
に
十
二
歳
に
し
て
父
探
牧
守
邦
の
隠
居
に
よ
り
家
督
相
続
し
て
い
る
。

一
方
で
、
了
承
は
寛
政
十
一
年
に
三
十
二
歳
に
し
て
御
目
見
、
こ
の
時
探
信

守
道
は
十
五
歳
で
あ
る
。
入
門
先
の
奥
絵
師
の
当
主
が
年
少
で
あ
る
こ
と
は

不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
御
目
見
の
際
に
三
十
二
歳
で
あ
れ
ば
了
承
は

既
に
修
業
を
終
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
き
十
五
歳
と
言
う
探
信
守

道
の
年
齢
を
考
え
る
と
了
承
と
の
間
に
実
質
的
な
師
弟
関
係
を
想
定
し
づ
ら

い
。
了
承
の
修
業
の
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
初
め
か
ら
探

信
守
道
に
画
を
教
わ
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
了
承
の
師
が
探
信
守
道
と
い
う

の
は
、
了
承
が
深
川
水
場
狩
野
家
に
養
子
入
り
し
た
段
階
、
あ
る
い
は
一
字

拝
領
の
式
等
の
修
業
を
終
え
る
段
階
で
の
鍛
冶
橋
狩
野
家
の
当
主
が
探
信
守

道
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、「
庭
前
調
馬
図
」
と
狩
野
了
承
の
画
業
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

了
承
が
狩
野
家
の
血
縁
を
持
た
な
い
な
が
ら
、
幕
府
の
御
用
を
多
く
勤
め
て

い
る
点
は
特
筆
に
値
す
る
。
こ
れ
は
、
養
父
梅
笑
か
ら
了
承
へ
の
跡
目
相
続

の
経
緯
と
と
も
に
、
狩
野
派
の
組
織
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
重
要
な
事
例
で

あ
る
と
言
え
る
。
狩
野
派
が
血
縁
を
基
と
し
た
絵
師
集
団
で
あ
る
こ
と
は
、

松
木
寛
氏
、
安
村
敏
信
氏
）
33
（

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
全
く

血
縁
関
係
が
な
い
了
承
が
狩
野
派
内
で
重
用
さ
れ
た
理
由
に
、
将
軍
の
子
女

の
多
さ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
需
要
が
増
加
し
た
奥
向
き
の
御
用
に
は
、
了
承

の
優
美
な
画
風
が
適
し
て
い
た
。
ま
た
、
了
承
が
重
用
さ
れ
る
た
め
に
は
深

川
水
場
狩
野
家
と
い
う
、
狩
野
派
の
家
系
の
中
で
も
由
緒
正
し
い
家
系
の
当

主
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

了
承
の
画
風
を
考
察
す
る
上
で
は
、
探
信
守
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

た
。
了
承
の
作
品
に
共
通
す
る
柔
和
さ
や
優
美
さ
は
、
や
ま
と
絵
を
得
意
と

し
た
と
言
う
従
来
の
評
価
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
探
信
守
道
と
了
承
に
実

質
的
な
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
柔
和
で
優
美
な
画
風

は
探
信
守
道
か
ら
の
影
響
と
言
え
よ
う
。
先
述
し
た
「
大
堰
川
・
井
出
玉
川

図
屏
風
」、「
山
水
図
屏
風
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
探
信
守
道
が
継
承
・
発
展

さ
せ
た
探
幽
様
式
と
鍛
冶
橋
狩
野
家
に
伝
わ
る
画
風
の
系
譜
に
連
な
る
絵
師

と
し
て
了
承
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
画
風
は
、
本
人

の
資
質
に
よ
る
も
の
と
も
、
奥
向
き
の
御
用
の
増
加
と
い
う
時
代
背
景
に
あ
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わ
せ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
了
承
が
重
用
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
が
、
文
政
期
や
江
戸
時
代
後
期
の
狩
野
派
の
組
織
構
造
に
つ
い
て
論

じ
る
上
で
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）　
『
梅
春
由
緒
書
』（
狩
野
梅
春
貞
信
、
弘
化
四
年
〔
一
八
四
七
〕
十
二
月
書

上
、『
東
洋
美
術
大
觀
』
第
五
冊
〔
審
美
書
院
、
一
九
〇
九
〕
所
引
）

（
2
）　

安
村
敏
信
『
も
っ
と
知
り
た
い
狩
野
派
―
探
幽
と
江
戸
狩
野
派
―
』（
東

京
美
術
、
二
〇
〇
六
）
掲
載

（
3
）　

長
塚
孝
氏
は
『
馬
を
め
で
る
武
将
た
ち
』
図
録
（
馬
の
博
物
館
、
二
〇
一

七
）
所
収
の
「
庭
前
調
馬
図
」
解
説
で
本
作
に
描
か
れ
た
儀
式
が
八
朔
行
事

か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）　

朝
岡
興
禎
『
増
訂
古
画
備
考
』
下
巻
（
太
田
謹
補
、
弘
文
館
、
一
九
〇
四
）

（
1
）　

註
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
の
深
川
水
場
狩
野
家
の
項
に
は
、

「
狩
野
祐
吉
藏
梅
笑
、
了
承
、
梅
春
繼
承
追
記
せ
る
「
御
用
向
扣
覺
」（
二
册
）

の
中
に
在
る
も
の
及
梅
春
、
梅
笑
、
勝
玉
書
上
の
各
由
緒
書
四
册
を
綜
合
し

て
用
ゐ
る
」
と
あ
り
、
深
川
水
場
狩
野
家
の
当
主
の
経
歴
に
つ
い
て
、
深
川

水
場
狩
野
家
伝
来
の
由
緒
書
を
総
合
的
に
用
い
て
引
用
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。

（
1
）　
『
梅
笑
由
緒
書
』（
享
和
二
年
〔
一
八
〇
二
〕
十
二
月
書
上
、
註
1
前
掲
書

『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
所
引
）

（
1
）　

註
1
前
掲
書
『
梅
春
由
緒
書
』

（
8
）　

註
1
前
掲
書
『
増
訂
古
画
備
考
』
下
巻
に
「
了
承
賢
信
、
元
信
川
、
學
二

畫
于
探
信
一
、
寛
政
十
一
未
年
五
月
一
日
、
御
目
見
、
享
和
二
戌
年
四
月
十

三
日
、
了
承
ト
改
名
、
弘
化
三
年
丙
午　

月　

日
病
死
」
と
あ
る
。
注
1
前

掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
で
は
こ
の
部
分
を
引
用
す
る
ほ
か
、
命
日

を
『
梅
春
由
緒
書
』
で
は
「
同
三
午
年
十
一
月
八
日
」、『
本
法
寺
過
去
帳
』

で
は
「
一
月
廿
八
日
」
と
、
没
年
が
弘
化
三
年
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
が
、

忌
日
に
異
論
が
あ
る
と
す
る
。
本
文
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
家
督
相
続
の
都

合
で
当
主
の
死
没
を
し
ば
ら
く
公
儀
に
届
け
出
ず
に
忌
日
を
偽
る
こ
と
は
一

般
化
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
過
去
帳
に
あ
る
「
一
月
廿
八
日
」
が
実
際
の

忌
日
で
あ
ろ
う
。

（
1
）　

安
村
敏
信
氏
は
『
板
橋
区
立
美
術
館
所
蔵　

狩
野
派
全
図
録
』（
板
橋
区

立
美
術
館
、
二
〇
〇
六
）
所
収
の
作
家
作
品
解
説
中
で
了
承
を
酒
田
生
ま
れ

と
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
「
秀
頼
」
印
を
用
い
た
絵
師
に
つ
い
て
は
、
各
画
伝
類
に
は
元
信
の
次
男

で
あ
る
紹
信
と
す
る
も
の
の
ほ
か
に
、
紹
信
の
子
で
あ
る
真
笑
と
す
る
二
種

類
の
記
録
が
あ
る
。
詳
細
は
辻
惟
雄
「
狩
野
元
信
（
二
）」（『
美
術
研
究
』
二

四
九
号
、
一
九
六
六
年
）、
同
「
狩
野
秀
頼
考
」（『
國
華
』
九
八
六
号
、
一
九

七
六
年
）、
松
木
寛
「
狩
野
秀
頼
の
伝
記
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
美
術
』
九
七
号
、

一
九
九
一
年
）、
及
び
宮
島
新
一
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』（
至
文
堂
、
一
九

九
六
）
を
参
照
。

（
11
）　
『
江
東
事
典
（
史
跡
編
）』（
東
京
都
江
東
区
総
務
部
広
報
課
、
一
九
九
二
）

参
照
。
徳
川
幕
府
は
江
戸
の
上
水
道
整
備
を
進
め
た
が
、
深
川
で
は
塩
水
が

混
じ
る
等
の
問
題
が
あ
り
、
飲
用
水
を
水
船
で
運
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
水
船

の
船
着
き
場
で
あ
る
水
場
は
現
在
の
江
東
区
平
野
一
丁
目
あ
た
り
に
あ
っ
た
。

（
12
）　

田
中
敏
雄
「
狩
野
梅
笑
筆 

手
習
画
巻
に
つ
い
て
」（『
芸
術　

大
阪
芸
術

大
学
紀
要
』
十
九
号
、
一
九
九
六
）

（
13
）　M

artin A
. Foulds

「K
anō Baishō

（1128-1801

）: His Signatures 
and Seals

」（『
駿
河
台
大
学
論
叢
』
十
六
号
、
一
九
九
八
）
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（
11
）　

註
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
所
引

（
11
）　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
朝
鮮
通
信
使
来
日
に
際
し
て
、
二
年
前
の

宝
暦
十
二
年
に
制
作
し
た
贈
朝
鮮
国
王
屏
風
。
こ
の
際
に
梅
笑
が
描
い
た
「
牡

丹
菊
に
流
水
図
屏
風
」
の
右
隻
「
牡
丹
流
水
図
屏
風
」（
韓
国
・
国
立
故
宮
博

物
館
）
が
現
存
す
る
。
詳
細
は
榊
原
悟
『
美
の
架
け
橋　

異
国
に
遣
わ
さ
れ

た
屏
風
た
ち
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
）
及
び
朴
美
姫
「
近
世
に
お
け
る

日
韓
絵
画
交
流
の
研
究
―
狩
野
梅
笑
筆
「
牡
丹
流
水
図
」（
韓
国
・
国
立
古
宮

博
物
館
蔵
）
を
中
心
に
―
」（『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
三
十
一
冊
別
冊
、

二
〇
一
四
）
を
参
照
。

（
11
）　

浚
明
院
様
御
代
、
於
二
御
座
之
間
一
御
席
繪
御
用
度
々
被
二
仰
付
一
相
勤
。

（
11
）　

遊
歴
中
の
梅
笑
は
、
星
名
佐
治
右
衛
門
の
ほ
か
、『
北
越
雪
譜
』
で
知
ら

れ
る
鈴
木
牧
之
等
の
弟
子
を
と
っ
て
い
た
。
仙
台
四
大
家
に
数
え
ら
れ
る
東

東
洋
は
十
四
、
五
歳
の
頃
梅
笑
に
師
事
し
、
の
ち
養
子
と
な
っ
た
と
言
う
。

（
18
）　

註
13
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
期
間
の
落
款
は
「
藤
原
玉
元
」
等
の

名
前
が
見
ら
れ
、
狩
野
派
絵
師
と
し
て
の
「
狩
野
梅
笑
師
信
」
と
い
う
名
前

を
使
用
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
越
前
守
古
法
眼
元
信
九
世
孫　

法
眼
玉
元

行
年
○
○
歳
画
」
と
自
分
が
狩
野
元
信
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
落
款

は
存
在
す
る
。

（
11
）　

註
8
参
照
。

（
20
）　

橋
本
雅
邦
は
「
木
挽
町
畫
所
」（『
國
華
』
四
号
、
一
八
八
九
）
で
、
自
身

の
経
験
を
基
に
狩
野
派
画
塾
の
教
育
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
今
ノ
所
謂
卒
業
ノ
式
ニ
當
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
一
字
拜
領
ノ
式
ニ
シ
テ
」
と
あ
る
。

一
字
拝
領
の
式
と
は
、
弟
子
が
修
業
を
終
え
る
に
際
し
て
行
う
も
の
で
、
ま

ず
は
師
の
別
号
か
ら
一
字
を
拝
領
し
、
そ
の
二
年
後
に
名
か
ら
一
字
を
拝
領

す
る
。
了
承
が
初
め
に
名
乗
っ
た
「
信
川
」
は
探
信
守
道
の
号
か
ら
「
信
」

を
一
字
拝
領
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
21
）　

註
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
に
は
、「
德
川
家
に
仕
へ
た
る

は
元
俊
を
初
め
と
す
、
故
を
以
て
こ
の
家
の
由
緒
書
元
俊
を
以
て
初
祖
と
爲

せ
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
元
俊
の
父
で
あ
る
了
承
に
つ
い
て
は
系
図
等
に
は

載
る
も
の
の
、
現
存
作
例
や
記
録
上
の
画
業
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

宮
島
新
一
氏
は
註
10
前
掲
書
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』
で
、
元
信
の
子
の
代

か
ら
元
俊
の
父
の
代
ま
で
三
代
に
渡
っ
て
「
秀
頼
」
印
が
継
承
さ
れ
た
か
も

し
れ
ず
、「
秀
頼
」
印
が
あ
る
作
品
の
中
に
了
承
（
元
俊
の
父
）
の
作
例
が
あ

る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）　
「
友
信
翁
」
は
、
浜
町
狩
野
家
の
狩
野
春
川
友
信
で
あ
ろ
う
か
。

（
23
）　

註
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
も
注
1
前
掲
書
『
増
訂
古
画

備
考
』
下
巻
の
こ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

（
21
）　

註
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
に
、「
由
緒
書
曰
く
」
と
し
て
、

「
正
德
元
年
卯
三
月
廿
八
日
、
文
昭
院
様
江
御
目
見
被
二
仰
付
一
、
先
格
之
通

御
短
册
獻
上
仕
候
。
梅
榮
跡
式
被
二
下
置
一
、
加
二
父
時
一
御
繪
御
用
度
々
被
二

仰
付
一
相
勤
申
候
。」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
由
緒
書
」
に
つ
い
て

は
註
1
参
照
。

（
21
）　

注
1
前
掲
書
『
東
洋
美
術
大
観
』
第
五
冊
は
「
由
緒
書
」
か
ら
「
元
禄

十
三
庚
辰
年
二
月
十
一
日
病
死
仕
候
」
と
引
用
す
る
。「
由
緒
書
」
に
つ
い
て

は
註
1
参
照
。

（
21
）　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
の
了
承
作
品
は
「
韓
信
股
潜
り
図
絵
馬
」（
山

形
・
日
枝
神
社
）、「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）、「
山
本
勘
助
像
」（
山

梨
県
立
博
物
館
）、「
郭
子
儀
図
」（
山
形
博
物
館
）
等
が
あ
る
が
、
筆
者
が
未

調
査
の
た
め
扱
わ
な
か
っ
た
。

（
21
）　

註
1
前
掲
書
『
板
橋
区
立
美
術
館
蔵　

狩
野
派
全
図
録
』
の
作
家
作
品

解
説
参
照
。

（
28
）　

註
13
前
掲
論
文
に
梅
笑
の
使
用
印
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
朱
文
円
印
「
藤
原
」
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と
印
影
が
一
致
す
る
。

（
21
）　

武
田
恒
夫
「
真
設
印
帝
鑑
図
屏
風
と
狩
野
甚
丞
に
つ
い
て
」（『
國
華
』

九
五
六
号
、
一
九
七
三
）

（
30
）　

註
10
前
掲
松
木
氏
論
文
「
狩
野
秀
頼
の
伝
記
を
め
ぐ
っ
て
」

（
31
）　

註
8
参
照
。

（
32
）　

狩
野
探
信
守
道
の
画
風
及
び
「
山
水
図
屏
風
」、「
大
堰
川
・
井
出
玉
川

図
屏
風
」
に
つ
い
て
は
、『
狩
野
派
の
世
界
』
展
図
録
（
静
岡
県
立
美
術
館
、

一
九
九
九
）、
註
2
前
掲
書
安
村
敏
信
『
も
っ
と
知
り
た
い
狩
野
派
―
探
幽
と

江
戸
狩
野
派
―
』、『
特
集　

狩
野
派
の
世
界2001

』
展
図
録
（
静
岡
県
立
美

術
館
、
二
〇
〇
九
）
及
び
、『
幕
末
狩
野
派
展
』
図
録
（
静
岡
県
立
美
術
館
、

二
〇
一
八
）
参
照
。

（
33
）　

松
木
寛
『
御
用
絵
師　

狩
野
家
の
血
と
力
』（
講
談
社
、一
九
九
四
）
及
び
、

註
1
前
掲
書
『
板
橋
区
立
美
術
館
蔵　

狩
野
派
全
図
録
』
参
照
。

（
か
し
わ
ざ
き
り
ょ
う　

馬
の
博
物
館
学
芸
員
）
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